
Information　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町県民税・国民健康保険税（特別徴収分）10 月期
分は年金支給日に差し引き納付となります。

●アドバイス
1　万が一、傷、破損や紛失などのトラブルがあった場合は、標準引っ越
　し運送約款に基づき、賠償を受けられます（申出期限は３カ月以内）。
2　見積書は証拠書類となります。大切に保管しましょう。
3　引っ越し後は早めに荷をといて、中身を確認しましょう。
4　貴重品は自分で運ぶようにしましょう。

消費力アップ通信

安心して役場の相談窓口にご相談ください！

相談は秘密厳守。匿名でも相談できます。情報提供も受け付けています。

▽ 消費者ホットライン ☎ 0570-064-370

▽ 消費生活相談窓口（産業課内）☎ 985-4120　
毎週火曜日は専門の相談員が対応します。

引っ越しトラブルを防ごう

◦ 2 月の納税 ◦

納期限は 2 月 28 日金
◎納期限内にお納めください◎

人のうごき
（Ｈ 25.12.31 現在）

区分 人口 前月比

男 14,777 ＋ 8

女 16,393  ＋ 6

合計 31,170  ＋ 14

世帯 13,035  ＋ 12
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引っ越し時には段ボール箱に内容物を明記し、数の確認を忘れずに。

●相談事例
引っ越し時に家具に傷ができていた。事業者に賠償してもらえるか？
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